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1. 本要領の対象 

本要領は、地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業への令和４年度、令和５年
度及び令和６年度における公募において採択された事業主体を対象として、地域を主体と
するスマート東京先進事例創出事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）及び地域を主
体とするスマート東京先進事例創出事業交付要綱（以下「交付要綱」という。）の下記条
文の細部を規定するものである。なお、事業の流れについては、下図に示す。 
・交付要綱 

第 10 条 補助事業の変更の承認、第 12 条 状況報告、第 14 条 実績報告、第 15 条
補助金の額の確定、第 16 条 補助金の支払等 

 
「図 事業の流れ」 

 
 

2. 補助金の経理処理 

(１) 経理処理の基本的な考え方 
補助事業の経理処理にあたっては補助金の交付と対象となる経費を明確に区分して

処理する。また、適切な経理処理を行うための各種の制限や取得した財産の管理方法
等、通常の経理処理と異なる部分があるので注意すること。 

また、検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による補助金の受給等が判明した
場合には、交付決定の取消、補助金の全部又は一部の返還（不交付）命令、加算金の
納付、不正内容の公表、補助金の交付停止措置等の処分が科せられる場合があるため、
適正な経理処理を常に心がけること。 
・ 経費の計上は、交付決定日以降に発生（発注）したもので、事業期間中に終了し

たものが対象となる。なお、事前着手申請（実施要領様式第５）を提出し、補助
対象事業として含めることの承認を受けた事業に係る経費を除く。 

・ 事業目的に合致した経費であって、当該事業に使用されたことが確認できる資料
を整理する必要がある。 

・ 支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法が指定されている場合を除き、
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原則、銀行振込とすること。後述する完了検査にあたっては、支払の事実を証明
できる証憑類（銀行振込受領書等）を保管・整理すること。特に現金による支払
を行う場合には、支払の事実を証明する証憑類に加えて現金出納簿等の写しを保
管・整理すること。なお、現金による支払を行っている場合、その理由を確認す
る場合がある。 

 
(２) 関係書類の整理 

有効かつ効率的な経理処理を実施するための前提として、補助事業の開始、実施状
況等に係る関係書類が整理されていることが必要である。また、関係書類の適切な整
理は、後述する現地調査における迅速かつ適正な検査の実施にもつながる。具体的な
実施方法は、委託料、工事費、使用料及び賃借料、役務費、直接人件費、物品購入費、
その他の経費の各項目で示すが、原則は関係書類を時系列に整理・保管すること。 

また、関係書類を整理する際には、経費明細を冒頭に追加すること。 
 

(３) 委託料の経理処理 
ア 基本的な考え方 

  委託料とは、取組遂行における一部業務を委託する費用をいい、例としてはシス
テム開発に係る外注費などがある。 

委託料は、原則として、（仕様→見積→契約・発注→完了報告・納品→検収→支払）
の手順によって処理を行うこと。また、仕様書や契約書及び納品物等により、適正
な取引が行われていることを明らかにする必要がある。 

 
イ 経理処理等のルール 
・ 経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価

格を提示したものを選定すること。相見積りを取っていない場合又は最低価格
を提示したものを選定していない場合には、その選定理由書を提出すること。 

・ 納品物は、契約した内容と適合するかどうか確認すること。 
・ 納品書には、内規等に基づき検収日を記載すること。 
・ 取引先への支払は申請主体又は経理責任主体の名義で行うこと。 
・ 銀行振込受領書等により支払の事実（支払の相手方、支払日、支払額等）を   

明確にすること。 
・ 原紙が添付できない場合はコピーを添付すること。 
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   （参考）委託料に関する書類のファイリング例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(４) 工事費及び役務費の経理処理 
ア 基本的な考え方 

工事費は取組を遂行するために必要なカメラやセンサー等設備に係る工事に必要
な諸費用を指す。また、役務費は取組を遂行する上で必要となる通信運搬費（イン
ターネット使用料）、損害保険等の保険料に係る経費を指す。 

工事費及び役務費は、委託料と同様に、原則として、（仕様→見積→契約・発注→
完了報告・納品→検収→支払）の手順によって処理を行うこと。 

また、仕様書や契約書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明
らかにする必要がある。 

 
イ 経理処理等のルール 
  委託料に準じて処理を行う。 
 

(５) 使用料及び賃借料の経理処理 
ア 基本的な考え方 

      使用料及び賃借料は、特定施設やスペース等の不動産、車両等の動産、カメラ等
の機器の使用・賃借に係る費用を指す。 

    補助事業者が所有する施設や機器を使用する場合、原則補助対象経費としては認
められない。 

 
イ 経理処理等のルール 
・ 施設や機器を借りる必要性を精査すること。特に施設を借り上げる場合は規模、
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参加予定人数等を勘案し、施設を選定すること。 
・ 内規等がある場合には、内規等に基づいた支出でなければならない。 
・ 見積りや料金表など料金が確認できる資料を用意すること。 
・ 会議については、出席者名簿又は議事録等により、出席者を確認できるようにす

ること。 
・ 請求書、領収書（銀行振込受領書）を用意すること。 

 
(６) 直接人件費の経理処理 

ア 基本的な考え方 
       直接人件費は、取組遂行に係る事業主体又はその構成員（自治体を除く）に雇用

され、業務に直接従事する者（雇用保険加入済の者に限る）のプロジェクトに従事
した作業時間に対する直接人件費を指す。 

業務運営及び運営管理の確認のため、補助事業に係る事業従事者の役割分担がわ
かる資料（体制図等）を作成すること。 

人件費は原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する。時間単価につ
いては、後述する算出方法により、事業従事者一人一人について算出する。なお、
直接人件費の総額について１万円未満は切り捨てとする。 

また、時間数については、補助事業に従事した分についてのみを計上すること。
時間数の算出に当たっては、後述する業務日誌により把握・算出すること。 

 
直接人件費 ＝ 時間単価 × 作業時間数 
 

イ 時間単価の算出方法 
時間単価は、各月で支給した給与等を各月の所定労働時間（時間外労働・休日勤

務等は含まない）で除して得られた金額のうち、各四半期状況報告期間においてそ
れぞれ最も低い金額とし、小数点以下は切り捨てる。ただし、上記算出で得られた
金額が 3,000 円を超える場合は、人件費単価は 3,000 円とする。 

この際、給与等とは、基本給＋諸手当で算出する。出張旅費、立替金の精算、福
利厚生費など、給与以外のものは除いた、各月の社員別給与明細の総支給額欄又は
支給合計欄となる。 

 
ウ 作業時間の算出方法 

  作業時間数を把握するため、業務日誌を作成すること。 
     ＜業務日誌の留意点＞ 
      直接人件費の対象となっている補助事業従事者ごとの業務日誌を整備すること。 

（他の補助事業及び自主事業等の従事時間・内容等を当該補助事業と重複して記載
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しないよう十分注意しなければならない。） 
・ 業務日誌の記載は、数週間分まとめて記載することなど事実と異なる記載が

なされるおそれがないようにすること。 
・ 当該補助事業に従事した時間を記載すること。昼休みや休憩時間は除外する

こと。 
・ 当該補助事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。 
・ 責任者はタイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）等帳票類と矛盾

がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名すること。 
・ 個人情報保護の観点から必要がある場合は、適宜マスキング等の処理をする

こと。 
・ 作業時間は、所定労働時間又は法定労働時間を越えて計上することはできな

い。 
・ 業務日誌は、月ごとに作業時間を集計して表にすること。 
 

エ 経理処理等のルール 
時間計算の基礎となる当該事業実施年度の給与台帳又は給与明細書、年間所定労

働時間算出表（年間営業カレンダーと就業規則等）を整備し、整備された資料を基
に時間単価を算出する。補助事業従事者の時間単価算出に係る表を作成・提出する
こと。 

     
オ 申請上限額 

各年度あたり 1,000 万円（補助金額としては 500 万円）を申請額全体での上限と
し、千円単位は切り捨てとする。 

 
（参考）直接人件費に関する書類のファイリング例 
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(７) 物品購入費の経理処理 
ア 基本的な考え方 

       物品購入費は取組を遂行するために必要な資産(物品)の購入に係る諸費用を指す。
物品購入費は、委託料と同様に、原則として、（仕様→見積→契約・発注→納品→検
収→支払）の手順によって処理を行うこと。 
 また、仕様書や契約書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明
らかにする必要がある。 

イ 経理処理等のルール 
  委託料に準じて処理を行う。 

 

3. 状況報告・実績報告及び補助事業の変更 

(１) 状況報告（交付要綱：第 12 条 状況報告） 
申請主体は、補助事業の概要及び遂行状況、補助対象経費の使用状況を四半期毎に東
京都へ報告すること。 
ア 提出書類 

① 補助事業遂行状況報告書（交付要綱様式第８） 
② 経費明細書（状況報告用）（様式第２） 
③ 事業報告書 
④ 業務日誌* 

*直接人件費を請求する場合のみ提出 
イ 提出時期 

四半期ごと 

そ
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図
） 

 
   

人
件
費
単
価
算
出
表 

    

〇〇株式会社 
 
 

直接人件費 
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ウ 提出方法 
原則としてメールにて提出すること 

エ 提出先 
東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部 

 
(２) 実績報告（交付要綱：第 14 条 実績報告） 

申請主体は、事業終了後、下記の書類を提出すること。なお、実績報告の作成にあた 
っては、事前にプロジェクト事務局による内容確認を受けること。 

ア 提出書類 
① 補助事業実績報告書（交付要綱 様式第９）注 1 
② 経費明細書（実績報告用）（様式第３） 
③ 契約締結行為が確認できる書類、支払いを証する書類等、補助事業が完了し

たことを確認できる書類 
※「３．補助金の経理処理」にて定めるファイリング方法に則して書類を整
理のうえで提出すること 

④ 事業報告書 
⑤ 補助事業遂行状況報告書（交付要綱 様式第８） 
注1 交付要綱 様式第 9 の記入に際しては別紙１の記載を参照すること 

イ 提出時期 
令和７年３月末 

ウ 提出方法 
原則として郵送にて提出すること 

エ 提出先 
東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部 
 
 

（参考）補助事業実績報告に関する書類のファイリング例 
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(３) 補助事業の変更（交付要綱：第 10 条 補助事業の変更の承認） 
申請主体（経理責任主体を指定している場合にあっても申請主体）は、事業内容の

変更（事業の一部中止など）に伴い、補助対象経費（総額）の 20％を超えた経費区分
の変更が発生する場合は、変更が判明した時点でプロジェクト事務局へ報告すること。
変更内容によっては補助金変更承認申請書の提出を求める場合がある。 

４ 現地調査 

(１) 現地調査の概要 
現地調査は、補助事業の適正な執行を確保するため、東京都担当職員が補助事業実

施場所等に赴き、事業の進捗、経費の発生状況、書類の整理状況、経理処理の状況等
を確認する。また、状況により、必要な書類を補助事業者が送付又は持参し、東京都
担当職員が確認する書面審査を行うことがある。 

現地調査の種類は以下のとおり。 
 

      中間検査：補助事業終了前に必要に応じて行う検査で、補助事業期間中に、経理          
処理手順や社内統制の体制等を確認することにより、年度末における
額の確定行為の負荷の分散及び誤認識、誤処理等の速やかな是正等を
目的としている。 

 
完了検査：当該事業終了後、実績報告を受けた後において行う検査で、実績報告書

に基づき、当該事業の成果、経理処理の反映状況等を確認する。当該検
査をもって補助金の額が確定する。  
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（第 14 条関係） 
補助事業実績 
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その他検査：事業期間終了後、上記以外に必要があると認めた場合に行う検査。 
 

(２) 検査の着眼点 
当該補助事業の事業計画（補助事業期間内に開始・終了しているか、補助目的に適

合しているか等を含む。）に基づいて行われているかはもちろんのこと、経理処理に
ついては以下のことが遵守されているか確認を行う。 
・ 補助事業に必要な経費か。 
・ 補助事業期間中に発生、かつ支払が行われているか。 
・ 他の資金と混同して使用していないか。 
・ 法令や内部規程等に照らして適正か。 
・ 経済性や効率性を考慮して経費を使用しているか。  

 
(３) 検査への協力のお願い 

完了検査の際に、事業の内容や経理処理等で不明な点があった場合には、補助事業
従事者や従業員の方にヒアリングを実施する場合があるため、留意すること。また、
補助事業の関係先（取引先、請負先、委託先等）に補助事業に係る取引を確認するた
めの証憑類の提示を依頼する場合がある。その際は東京都から関係先へ検査への協力
を依頼することになるため、関係先へ周知や照会等を行うこと。 
 

(４) 検査の実施に際して 
中間、完了検査日当日までには、経理処理のルールに基づく書類整理がされている     

ことを確認できるよう、整理状況等を確認すること。 
また、中間、完了検査において指摘・指導した事項は、東京都担当職員と認識を共

有し、最終的な額の確定時までに改善する等の措置を講じること。 
 

(５) 検査時の注意事項 
検査は、限られた時間の中で膨大な資料の確認等を行わなければならず、合理

的、効率的に行うことが求められる。このため、経理書類の整理等の自主点検をあ
らかじめ実施し、効率的な検査の実施に協力すること。 

 
 

５ 額の確定（交付要綱：第 15 条 補助金の額の確定） 

補助事業実績報告を受け、東京都及び事務局が検証結果の精査を行う。補助事業の成果
が補助金交付決定の内容に適合することを確認できた後に、交付すべき補助金の額を確定
し、補助金確定額通知書（交付要綱様式第１０）の発送をもって通知する。 
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６ 補助金の支払等（交付要綱：第 16 条 補助金の支払等） 

(１) 補助金の請求 
補助金額確定通知書を受領した申請主体は、速やかに東京都へ補助金請求書（交付

要綱様式第 11）注 1 及び支払口座振替依頼書を提出すること。 
注1 交付要綱様式第 11 の記入に際しては別紙２、３の記載を参照すること 

 
(２) 補助金の支払 

東京都は支出命令書により支払口座振替依頼書に記載された口座に対して、補助金
を支払う。支払は令和７年 5 月末までを予定している。なお、着金希望日等がある場
合は、事前に東京都に申し出ること。 

 

７ 補助金の交付申請（交付要綱：第７条 補助金の交付申請）  

(１) 提出書類 
① 補助金交付申請書及び誓約書（交付要綱様式第１及び様式第２） 
② 交付申請書別紙 

※対象区域の現状と課題・事業目的と効果・事業スケジュール・事業内容のわか
る資料 

③ 交付申請書別紙補足資料 
※任意提出資料 

④ 補助対象経費に係る申請予定額と使用用途 
※使用用途に関して、現時点で想定している範囲で経費の詳細情報を経費明細書
（交付用）（様式第１）に費目別に入力すること。 
※経費明細として詳細まで記載可能な場合は、可能な範囲で見積書を合わせて提
出すること。 
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（参考）補助金交付申請書に関する書類のファイリング例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(２) 提出時期：令和 7 年 3 月末 
 
 

８ 補助金の交付決定（交付要綱：第８条 補助金の交付決定） 

補助金交付申請書の経費明細に記載の予定額と補助金交付申請書別紙等の申請内容に
基づき、判断の上で、東京都は、補助金交付決定通知書（交付要綱 様式第３）を申請主
体に通知する。 

 
 

９ その他 

(１) 物品の調達 
事業実施において必要な物品の調達は、リース等が存在する場合にはリース等の調達

方法を優先して用いること。 
 

(２) 取得財産等の管理・処分 
本補助金の物品購入費として取得財産等を購入した場合には、事業主体は、台帳を

設け、その管理状況を明らかにする。 
また、交付要綱 第 24 条の規定により、取得財産等処分承認申請書（交付要綱 

    様式第 12）を知事に提出する場合は、事前に東京都にその旨通知する。 

④
補
助
対
象
経
費
に
係
る
申
請

予
定
額
と
使
用
用
途 

   

③
交
付
申
請
書
別
紙
補
足
資
料 

 
   

②
交
付
申
請
書
別
紙 

    

①
様
式
第
２
誓
約
書 

    ①  
様式第１ 

（第 7 条関係） 
 
補助金交付申請書 

（押印あり） 



13 
 

(３) 収支の管理 
本補助事業終了後から５年間、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにし

た証拠書類（領収書等の証憑）を保存すること。 
また、本補助期間中において、本補助事業を通じて得られた収益は、同事業の拡大に

寄与する用途において活用すること。また、使用用途について東京都が確認を求める際
には、詳細が分かる資料等を提示すること。 

 
(４) 成果物の管理 

本補助事業終了後、東京都が成果物（データ等を含む）の使用を求める場合がある。 
 

(５) 他事業との費用・成果物の重複 
他事業において補助金等の公費を受領している又は受領予定の団体は、本補助事業と

他事業の費用の使用用途や成果物が重複しないよう、明確に区別・整理すること。また、
本補助事業の終了後、他事業の費用や成果物について情報提供を求める場合がある。 

 

10 FAQ 

(１) 各種書類において、補助金申請金額は消費税抜きで記載すべきか。 
回答：消費税抜きの金額で記載すること。 

 
(２) 人件費の計上は可能か。 

回答：システム開発等に係る外注先への委託に含まれる間接人件費が認められるほ
か、一定の条件の下で、採択されたプロジェクトに従事する者の直接人件費を計上す
ることができる。 

 
(３) 外部企業が収集するデータの購入費用は含まれるか。 

回答：補助金受給団体の恒久的な資産となる物品等の購入を認めているため、補助対
象経費となる。また、分析業務等を委託する場合には、「委託料」として支出するこ
とで委託先の保有データを活用することもできる。ライセンス契約であれば、当年度
分の経費は「使用料」としても補助対象経費となる。 

 
(４) ソフトウェアサービス利用料は対象に含まれるか。 

回答：ソフトウェアサービス利用料は「役務費」として対象となる。 
 

(５) 4 月支払を予定している経費は対象となるか。 
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回答：事前に東京都から承認を受けている場合のみ、4 月支払い分も対象とする。 
   例１）直接人件費 給与等の支払が月末締めで、翌月払いの場合 
   例２）委託費 検査・検収が３月 31 日であり、支払が４月となる場合 
 

(６) 支払に対して領収書が発行されない場合はどうすればよいか。 
回答：上記「３．補助金の経理処理」に記載の通り、事業実施者が経費を負担してい
ることを証明できる書類の提出が必要。 

 
(７) 交付申請時以降、金額の変動が生じた場合は事務局への報告が必要か。 

回答：金額の変動が生じる場合は事務局へ速やかに報告すること。詳細は上記「4．
状況報告・実績報告及び補助事業の変更（3）補助事業の変更」を確認すること。 

 
(８) 事業主体の構成員となっていない協力団体等の支出した経費は補助対象経費となる

か。 
回答：原則として補助対象経費とはならない。ただし、当該協力団体等に事業主体が
委託を行った場合においては、その委託経費は補助対象経費とすることができる。 

 

11 問合せ先 

地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業事務局 
（事業受託者：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社） 

担当  ：迫田、大窪 
メールアドレス ：chiiki_smarttokyo@tohmatsu.co.jp 

（担当：東京都 デジタルサービス局デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課） 
担当  ：山下、廣中 
電話     ：03-5320-7622 
 
 

mailto:chiiki_smarttokyo@tohmatsu.co.jp


別紙１ 

様式第９（第１４条関係） 補助事業実績報告書の記入上の注意 

 

年度を忘れず記
入のこと 

提出日は補助事業完了年
月日と同日以降とする。 

交付決定通知書を参照の
こと。 



別紙２ 

様式第 10（第 15 条第１項関係） 補助金確定額通知書の例と様式第 11（第 16 条関係）の
記入について 
 

 

この文書番号と日付を補助
金請求書に記入のこと。 



別紙３ 

様式第 11（第 16 条関係）の記入の注意事項について 

 

 

様式第 10 の日付と文書番
号を記入のこと。 

年度を忘れず記
入のこと 

残額の記入は原則し
ないこと。 

交付決定額：交付決定通期を参照のこと 
確定額：補助金決定額通知書のとおり 
今回請求額：同上 


